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１ 募集の要旨 

 東京都が設置する東京都立東大和療育センターについて、施設の管理業務を効果的かつ効

率的に行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び東京都

立療育センター条例（昭和４３年東京都条例第２５号。以下「条例」という。）第８条の規

定により、施設の管理に関する業務を行う指定管理者の募集を行います。 

２ 募集対象施設 

(1) 施設名 

    東京都立東大和療育センター・東京都立東大和療育センター分園よつぎ療育園 

(2) 運営施設 

ア  重症心身障害児（者）の入所、通所、短期入所機能と心身障害児（者）の外

来診療機能を備えた「総合療育センター」としての役割を担う施設です。 

イ  在宅の重症心身障害児（者）が安心して療育を続けることができるようにす

るため、外来診療機能や通所、短期入所事業などの各種在宅サービスを提供す

る在宅支援の中核拠点施設としての役割を担う施設です。 

ウ  医療的ニーズの高い超重症・準超重症児（者）を積極的に受け入れるととも

に、障害を持つ乳幼児や超重症児（者）などを家庭療育へとつなげるために、

高度な療育サービスを提供し、生活の質に配慮した療育を行う施設です。 

エ  地域に開かれた施設として、地域住民への施設の開放、地域行事への参加、

ボランティアの受入れ等を行うことにより、積極的に地域とのつながりを強

め、地域社会に貢献できる施設です。 

オ  地域における障害者医療の充実に資するため、一般の医療機関では対応が

困難な重症心身障害、重度知的障害、重度身体障害等を持つ障害児（者）に特

有の疾患や専門的な治療に、適切に対応できる施設です。 

(3) 施設概要 

ア 東京都立東大和療育センター 

(ア) 施設の性格 

         児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）（以

下「障害者総合支援法」という。）に規定する事業を行う福祉施設である

とともに、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定

する病院としての機能を併せ持つ施設です。 

  児童  成人 

入所  医療型障害児入所施設 

（児童福祉法第４２条第２号） 

療養介護 

（障害者総合支援法第５条第６項） 

入所 短期入所 

（障害者総合支援法第５条第８項） 

 

通所  生活介護 

（障害者総合支援法第５条第７項） 
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(イ) 所在地 

東京都東大和市桜が丘三丁目４４番地の１０ 

(ウ) 事業規模 

重症心身障害児(者)長期入所   ９２床 

重症心身障害児(者)短期入所   ２８床 

重症心身障害児(者)通所事業   ３０人 

心身障害児(者)一般入院    ８床 

心身障害児(者)一般外来  １００人 

(エ) 外来診療科目 

   小児科、神経内科、内科、リハビリテーション科、歯科、外科、 

整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科 

(オ) 利用者の状況（令和６年度） 

重症心身障害児（者）長期入所者 ９０人 

（令和７年３月３１日現在） 

うち、超重症児（者） １５人 

     準超重症児（者）  ２３人 

重症心身障害児（者）短期入所 年間延べ4,492人 

（１日当たり12.3人） 

重症心身障害児（者）通所事業登録数 ３３人 

（令和７年３月３１日現在） 

うち、超重症児（者） ８人 

     準超重症児（者） １３人 

心身障害児（者）一般入院 年間延べ 1,078人 

（１日当たり3.0人） 

心身障害児（者）一般外来 年間延べ31,678人 

（１日当たり129.8人） 

 

(カ) 建物 

竣工年月 平成４年５月 

主要構造 鉄筋コンクリート造 

敷地面積 ３４，９９９㎡ 

建物面積（職員宿舎等を含む。） １４，５０３㎡ 

イ 東京都立東大和療育センター分園よつぎ療育園 

(ア) 施設の性格 

         児童福祉法第６条の２の２第２項に定める児童発達支援、障害者総合

支援法第５条第７項に規定する生活介護を行うとともに、医療法第１条の

５第２項に規定する診療所としての機能を併せ持つ施設です。 
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(イ) 所在地 

東京都葛飾区東四つ木四丁目４４番１号―１０１号 

(ウ) 事業規模 

重症心身障害児(者)通所事業   ２５人 

心身障害児(者)一般外来   １５人 

(エ) 外来診療科目 

        内科、小児科、整形外科、リハビリテーション科 

(オ) 利用者の状況（令和６年度） 

重症心身障害児（者）通所事業登録数 １９人 

（令和７年３月３１日現在） 

うち、超重症児（者） ８人 

     準超重症児（者） ９人 

心身障害児（者）一般外来 年間延べ2,875人 

（１日当たり23人） 

(カ) 建物 

竣工年月 平成８年６月 

主要構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

敷地面積 １，２１０㎡ 

建物面積（職員宿舎等を含む。） ９０１㎡ 

 

(4) 指定の単位 

東京都立東大和療育センター及びその分園である東京都立東大和療育センター

分園よつぎ療育園については、一体的に運営されていることから、一体的に指定を

行います。 

(5) 現在の運営形態 

東京都が指定した、社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会が、指定管

理者として管理を行っています。 

(6) 指定期間 

     令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで（予定）  
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３ 今後の予定 

 

 募集要項提示   令和７年７月１１日（金曜日） 

 

 

 質疑受付 

現地説明会申込み受付 

   

 令和７年７月２１日（月曜日）から同月２５日（金曜日）まで 

           

 

 質疑回答・現地説明会   令和７年８月上旬 

 

 

 指定申請書及び 

計画書類等受付 
  令和７年９月１日（月曜日）から同月５日（金曜日）まで 

 

 

 審査・選定   令和７年９月頃から同年１０月頃まで 

 

 

 指定管理者の議決   令和７年１２月（令和７年第四回都議会定例会） 

 

 

 指定管理者による管理開始   令和８年４月（予定） 

４ 応募手続等 

(1) 応募者の資格 

    応募の資格を有する者は、以下の条件の全てに該当する者であることとします。 

ア  社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人で

あること。 

イ  旧重症心身障害児施設、医療型障害児入所施設又は療養介護施設(以下「旧

重症心身障害児施設等」という。)の運営実績があること。 

ウ  前項の施設の運営に意欲を有し、施設の安定的運営が図れる能力、資力等を

有すること。 

(2) 欠格条項 

    応募資格に対する欠格条項は以下のとおりとします。 

ア  地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定により東京都の一般競争入

札に参加させることができないとされている者及び同条第２項の規定により

東京都から一般競争入札に参加させないこととされた者 

イ  東京都から指名競争入札における指名停止措置を受けている者 

ウ  都税、法人税、消費税等を滞納している者 



6 

 

エ  会社更生法、民事再生法等により、更生又は再生手続を開始している者 

オ  公の施設の管理が地方自治法第９２条の２、第１４２条（第１６６条第２項

で準用される場合も含む。）及び第１８０条の５第６項の規定における「請負」

に含まれるとした場合に、その規定に抵触することとなる者 

カ  東京都指定管理者に係る暴力団等対策措置要綱の別表に掲げる排除措置対

象者の１号から６号までのいずれかに該当する者 

キ  各施設設置条例の規定により東京都から指定を取り消され、その取消しの

日から２年を経過しない者。ただし社会経済状況に変動が生じたと判断され

たことを理由とする取消しがなされた場合は、本号に該当しないものとする。 

(3) 質疑受付・現地説明会申込み受付 

ア 質問書 

指定申請に当たり質問のある場合は、下記により質問書を提出してください。 

イ 現地説明会 

令和７年８月上旬に、運営施設の現地説明会を実施します。詳細は後日お知ら 

せします。 

      初めて指定申請する予定の法人は、次により参加申込みをした上で、必ず参加 

してください。説明会に参加していない法人からの申請は受け付けません。 

  提出書類     提出日時及び宛先 

ア 質問書（※） 

（別紙質問様式） 

 

※質問事項がない場合は、

提出不要です。 

 

イ 現地説明会参加申込書

（別紙説明会様式） 

① 日時 令和７年７月２１日（月曜日）から 

     同月２５日（金曜日）まで 

 ※ 提出方法は、原則として、データにより提出してください。 

 ※ 期限後の受付等はできません。 

② 宛先 S1140704@section.metro.tokyo.jp 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

           都庁第一本庁舎３１階中央 

      東京都 福祉局 障害者施策推進部 

           施設サービス支援課 療育担当 

ウ 回答 

令和７年８月上旬を目途に、質疑回答書を送付します。 

      質疑回答書は、この要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するもの 

とします。 

(4) 指定申請・計画書類等受付 

指定を申請する事業者は、次により計画書類等を持参により提出してください。 

これらの書類を東京都に提出した事業者を申請者として、指定管理者選定委員会に

おいて審査します。 

また、提出後の計画内容の変更は、提出の締切日まで受け付けます。 

mailto:S1140704@section.metro.tokyo.jp


7 

 

＜計画書等＞ 

 提出書類 提出日時及び場所・提出部数 

指定管理者指定申請書（第１１号様式） 

添付書類 

ア 誓約書 

イ 定款 

ウ 法人の登記事項証明書 

エ 事業計画書 

オ 旧重症心身障害児施設等の運営実績 

カ 貸借対照表及び収支計算書 

キ 役員の経歴書 

ク その他 

  詳細は、１５ページから１７ページま

でを参照 

 

① 日時   令和７年９月１日（月曜日）から 

      同月５日（金曜日）まで 

      ※ 提出方法は、データ及び郵送提出としま

す。 

      それぞれ下記の提出先にご提出ください。 

※ 郵送書類は正本１部、副本１０部をご提

出下さい。 

 

② 提出先 ＜データ＞ 

S1140704@section.metro.tokyo.jp 

＜郵送＞ 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

              都庁第一本庁舎３１階中央 

         東京都 福祉局 障害者施策推進部  

施設サービス支援課 療育担当 

          ℡ ０３（５３２０）４３７６ 

(5) その他留意点 

ア 追加書類の提出 

東京都が必要と認める場合は、追加資料の提出を求め、又はヒアリングを実施 

することがあります。 

イ 著作権の帰属 

応募申込書類及び計画書類の著作権は、事業者に帰属します。ただし、東京都 

は、指定管理者の公表等必要な場合には、応募申込書類及び計画書類の内容を無 

償で使用できるものとします。 

なお、提出された書類は、理由のいかんにかかわらず返却しません。 

ウ 費用の負担 

応募及び指定管理者として管理を行うまでの費用は、原則事業者の負担と 

します。 

エ 使用言語及び単位 

応募に関する提出書類、調整等における言語は日本語、単位はメートル法、金 

額は円を使用することとします。 

オ 資料の取扱い 

東京都が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じ 

mailto:S1140704@section.metro.tokyo.jp
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ます。 

また、この検討の目的の範囲内であっても、東京都の了承を得ることなく第三 

者に対して、これを使用させたり、内容を提示することを禁じます。 

５ 指定管理者の決定 

(1) 指定管理者の決定方法 

    指定管理者は、指定管理者選定員会において、申請者から提出された計画書類等の 

審査及び面接審査等をもとに、下記（３）の選定基準により総合的に選定します。 

 選定された指定管理者は、原則として令和７年第四回都議会定例会での議決を経 

て、知事が指定します。 

(2) 選定委員会の構成 

学識経験者などの外部委員を含めた委員会により審査します。 

(3) 選定基準及び配点 

 項  目 主 な 審 査 内 容 配点 

（
現
在
の
法
人
・
施
設
運
営
状
況
） 

事
業
主
体
の
適
格
性 

１ 法人運営実績 

 ○運営理念・方針の妥当性 

 ○透明性の確保 

 ○職員の資質向上・人材育成 

 ○職員の確保・定着状況 
125点 

 

２ 経営実績・基盤  ○経営の効率性、財政基盤の安定性 

３ 施設運営実績 
 ○旧重症心身障害児施設等の運営実績 

 ○療育に関する熱意、専門的技術の適格性 

（
都
立
東
大
和
療
育
セ

ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す

る
計
画
） 

事
業
計
画
の
妥
当

性 
１ 企画力・創造性  ○施設運営に対する意欲、事業計画の妥当性 

200点 ２ 人員計画 
 ○施設の運営体制 

 ○職員の人材育成に対する仕組み 

３ 収支計画  ○収支計画の妥当性、安定性 
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４ 利用者支援計画 

○各種事業の実施計画案・実施方針の妥当性 

○利用者サービスの向上に向けた取組 

○医療連携の考え方と具体的計画 

○在宅療育支援・地域支援の考え方と具体的計画 

○地域交流等の考え方と具体的計画 

○ボランティア育成の考え方 

○施設の管理計画の妥当性 

総 合 評 価 

 ○事業への参画意欲や地域の障害者への貢献 

 ○計画全般を通じ、総合的観点から判断した総合評

価 
50点  

(4) 選定手順（委員会の進め方） 

令和７年９月頃から同年１０月頃にかけて、審査・選定等のため、２回程度の委員 

会を予定しています。 

(5) 審査結果の通知 

    審査結果については申請者に文書で通知します。 

(6) 指定管理者の公表 

    指定管理者として選定した事業者名、選定理由及びその提案内容の概要を公表し 

ます。 

 指定管理者以外の応募申込者及び申請者名については、公表しません。 

(7) 指定管理者の指定の取消し 

知事は指定管理者が次のいずれかに該当するときは、条例第９条第２項の規定に 

よる指定を取り消すことができます。 

ア 監理の業務または経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。 

イ 条例第９条第２項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。 

ウ 条例第１２条第１項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。 

エ 指定管理期間の長期化に伴う対応（１２ページ参照）の取消し事由に当たると

認めるとき。 

オ 上記アからエまでのほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当

でないと認めるとき。 

(8) 事業継続が困難な場合の取扱い 

    指定管理者の責めに帰する事由により、指定管理者の指定を取り消された場合に 

は、これにより生じた損害を指定管理者は東京都に賠償することとします。また、業 

務の履行に伴い、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたと 
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きは、その損害を賠償するものとします。 

不可抗力その他東京都若しくは指定管理者の責めに帰することができない事由に 

よる場合、又はそのおそれが生じた場合には、東京都と指定管理者は施設運営の可否 

について協議することとします。 

６ 指定管理者が管理すべき業務及び基準等 

本事業の実施に際しては、下記の条件を満たすこととします。 

(1) 施設の運営に関すること 

ア 管理業務 

指定管理者は下記の業務を管理するものとします。 

(ア) 重症心身障害児（者）の入所療育に関すること。 

(イ) 在宅の重症心身障害児（者）の通所療育に関すること。 

(ウ) 障害者総合支援法に規定する短期入所に関すること。 

(エ) 心身障害児（者）の外来及び入院医療に関すること。 

(オ) センターの療育及び医療に係る教育研修及び研究に関すること。 

(カ) 施設、附属設備及び物品の維持管理に関すること。 

(キ) 使用料及び手数料の徴収並びに過誤納付還付金の支出事務に関すること。

（※１） 

(ク) その他センターの運営に関すること。（※２） 

 

※ 使用料及び手数料の徴収事務 

・徴収事務について、地方自治法施行令第１５８条第４項に基く東京都

会計管理局の検査を受けることがあります。 

・徴収事務を第三者に委託することはできません。 

・その他の事務については地方自治法施行令、東京都会計事務規則（昭

和３９年東京都規則第８８号）等の規定に基づき行っていただくことに

なります。 

 

※ 管理業務を一括して第三者に委託することはできませんが、下記業務に

ついては第三者に委託できるものとします。 

・建物維持管理業務に関すること。 

・給食調理業務に関すること。 

・洗濯業務に関すること。 

イ 職員配置基準 

(ア) 病棟の直接処遇職員については、対入所者比＝１：１以上の配置とするこ

と。 

(イ) 通所部門の直接処遇職員については、「東京都重症心身障害児（者）通所

事業実施要領」に基づき配置すること。 
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(ウ) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、歯科衛生士、栄養士及びそ

の他の職員の数は、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）に規

定する標準を満たすこと（病床区分は一般病床とする。）。 

ウ 利用者の継続利用 

      現在の入所者を継続して利用させることとします。また、利用者の継続利用に 

当たり、保護者との連携を継続して行うものとします。なお、入所者の受入調整 

は東京都が行うこととします。 

エ 保険診療等の実施 

指定管理者は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に規定する保険医療機 

関として、保険診療を引き続き行うものとします。また、自立支援医療及び生活 

保護法指定医療機関としての役割を引き続き担うものとします。 

なお、保険医療機関に係る施設基準等については、原則として現状を維持する 

ものとし、さらなる加算に努めるものとします。 

オ 現行事業及びサービス水準の維持向上 

      運営施設において、現在実施されている事業内容とそれに係るサービス内容 

については、原則として現状を維持するものとし、その上で、法人としての実績 

を活かし、施設における療育及び診療の質の確保並びに利用者サービスの更な 

る向上に努めるものとします。  

カ 経営努力 

施設運営に当たっては、経費の節減等に努め、効率的運営を図るとともに、収 

益の確保に努め、社会福祉法人会計の趣旨を生かした経営を行うこととします 

（計画書提出書類（４）①別紙様式１で提案のこと）。 

キ 関係法令の遵守 

指定管理者は業務の遂行に関連する下記の法規を遵守し、適正に施設を運営 

することとします。 

(ア) 地方自治法 

(イ) 社会福祉法 

(ウ) 児童福祉法 

(エ) 障害者総合支援法 

(オ) 医療法 

(カ) 東京都立療育センター条例（昭和４３年東京都条例第２５号） 

(キ) 東京都立療育センター施行規則（平成４年東京都規則第１８１号） 

(ク) 東京都情報公開条例（平成１１年東京都条例第５号） 

        指定管理者は、東京都情報公開条例の適用を受け、情報公開の努力義務を 

負います。 

(ケ) 個人情報保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 
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        指定管理者は、個人情報保護に関する法律の適用を受け、施設の管理を行 

うに当たり、所要の措置を講ずることとします。 

(コ) 東京都行政手続条例（平成６年東京都条例第１４２号） 

        指定管理者は施設使用の承認等の処分を行う場合、東京都行政手続条例 

が適用され、指定管理者はその範囲において、行政庁として東京都行政手続 

条例に規定する責務を負います。 

(サ) その他の関係法令 

(2) 管理開始に伴うこと 

ア 業務開始予定日 

令和８年４月 1 日を開始予定日とします。 

イ 引継ぎ等 

利用者の療育環境の維持と現行サービスを円滑に引き継ぐために、引継期間 

を設けるものとします。 

 引継期間中の対応や職員交代の方法等については、都、現運営受託法人、指定 

管理予定法人において別途協議することとします。 

(3) 土地・建物および備品に関すること 

ア 土地、建物及び備品に関すること 

土地、建物及び備品については、善良な管理者の注意をもって管理するものと 

します。施設に所在する東京都の備品は、指定管理者に貸与します。その他必要 

とする備品及び備品の更新については、東京都が委託料（指定管理料）により負 

担し、東京都に帰属するものとします。 

イ 建物の修繕 

      建物の修繕は、修繕又は改修内容により、指定管理者または東京都が実施する 

こととします。 

(4) 施設の運営費（指定管理料） 

    施設の管理運営に伴う収入は、全て東京都の収入とします。また施設の管理運営の

ため、東京都が必要と認める経費は委託料（指定管理料）として指定管理者に払いま

す。 

 委託料（指定管理料）については、事業計画書において提示のあった金額を踏まえ、 

年度ごとに東京都の予算の範囲内で指定管理者と協議を行い、年度協定を締結しま 

す（下記（５）エ参照）。経費の支払方法については四半期ごとに支払ます。 

 委託料（指定管理料）と実際の経費に残額が生じた場合は、原則精算することとし、 

その他詳細については、協定で定めます。 
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(5) その他の条件 

ア 管理業務の確認 

      地方自治法第２４４条の２第７項の規定に基づき、毎年度終了後、速やかに事 

業報告書を提出することとします。事業報告書の内容については、協定において 

提示します。 

イ 報告、調査及び指示 

東京都は、運営する指定管理者から、その業務または経理状況について、下記 

のことができるものとします。 

(ア) 報告を求めること。 

(イ) 実地調査をすること。 

(ウ) 必要な指示をすること。 

ウ 管理運営状況評価の実施 

      東京都は施設の設置者として、指定管理者の管理運営状況に対し、評価を実施 

し、その結果をホームページ等で公表します。指定管理者は評価の実施に協力す 

るものとし、また東京都から改善を求められたときは、その指示に従うこととし 

ます。評価の詳細については協定で定めることとします。 

エ 管理運営状況評価の次期選定への反映 

      今回の選定を経て指定された指定管理者が、本施設の次回の選定公募に応募 

し、かつ都が毎年度実施する東京都指定管理者管理運営状況評価において、あら 

かじめ定められた基準に合致する実績を有する場合は、選定審査の総得点への 

加点又は減点を実施します。 

       なお、本措置は、本施設の次回の指定管理者選定時点及び当該選定を経て指定 

された指定管理者の指定期間において、以下の同一性がすべて確保されている場 

合にのみ実施します。 

(ア) 事業者の同一性 

対象となる事業者の事業内容や財務内容、組織等に大幅な変更がなく、同

一性を有していると認められること。 

(イ) 事業内容の同一性 

        本施設の設置条例で定める「指定管理者が行う管理の基準及び業務の範 

囲」及び施設で行われる事業内容に、大幅な変更がないこと。 

(ウ) 施設の同一性 

本施設の指定管理者の指定単位に変更がないこと。 

オ 指定管理期間の長期化に伴う対応 

指定管理期間を１０年とすることに伴い、以下の対応を実施します。 
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(ア) 指定管理期間 5 年目を目安に事業計画の見直しを行うものとします。 

(イ) 選定の基礎となった社会経済状況の変動が生じた場合及び管理運営状況

が極めて不良であった場合には、指定取消しを実施します。 

カ 協定の締結 

      指定管理者の決定後、以上の条件を確実に履行していただくため、指定期間を

通じての基本的な事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの事業実施に係る事項

を定めた「年度協定」を締結することとします。 

キ 責任分担 

      東京都と指定管理者の責任分担は、おおむね下記のとおりとし、詳細は協定書 

に定めることとします。 

        項 目 指定管理者 東京都  

１施設の管理運営 ○  

２施設、設備、備品等の維持管理 ○  

３使用料等の収入 ○ ○ 

４施設の利用承認等 ○（長期入所以外） ○（長期入所） 

５施設等に係る行政財産の目的外使用許可  ○ 

６施設等の修繕（大規模）  ○ 

７施設等の修繕（小規模） ○  

８災害時対応 ○  

９事故対応 ○  

１０包括的管理責任（管理瑕疵を除く）  ○ 

ク 指定管理期間終了時の取扱い 

      指定管理期間が終了するとき、又は指定管理者の指定の取消し等が行われる

ときは、施設の管理業務が円滑に実施されるよう、東京都が定める期間内に、東

京都が指定したものに対して管理業務の引継ぎを行うとともに、業務に関する調

整や必要な書類、データ等の提供を行うこととします。 

ケ ウェブアクセシビリティ対応 

      ホームページ作成に当たり、指定管理者は総務省「みんなの公共サイト 運用

ガイドライン」における「５ ウェブアクセシビリティ方針の策定と公開」に基

づき、ウェブアクセシビリティ方針を策定及び公開し、日本産業規格「JIS X 8341-

3」の適合レベルＡＡに準拠するよう努めてください。 

なお、適合レベルＡＡ準拠ができない場合においても、その理由を明らかにし

た上で可能な限り高い目標を設定した上で、ウェブアクセシビリティ方針を定め

てインターネットホームページで公開するものとします。 

コ その他 

      本要項に記載のない事項は指定管理者決定後、協議の上、定めるものとします。 
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計画書類一覧 

提 出 書 類 作 成 上 の 注 意 様  式  

指定管理者指定申請書   第11号様式 

（１）誓約書   別紙  

（２）定款  最新のもの   

（３）法人の登記事項証明書 

   印鑑証明書 

 申請日前３か月以内の発行のもの  

（４）事業計画書  東京都立東大和療育センターに関する計画  

 

①運営理念・事業計画 

ア 運営全般について（運営理念、今後の事業展開 

   等） 

イ 効率的な施設運営について（考え方、具体的な取

組） 

 別紙様式１ 

②運営体制 

ア 人員配置計画 

イ 職員採用計画 

ウ 給与体系 

エ 勤務体制計画 

 別紙様式 

 ２－１～３ 

 

 様式自由 

③収支計画 指定管理期間中の収支計画 別紙様式３ 

④運営計画 

ア 各種事業の実施計画（長期入院、短期入所、医療

入院、外来診療、通所事業等の運営） 

イ 療育・診療の質の確保及び給食、行事、その他利

用者サービス向上への考え方及び具体的計画 

ウ 医療連携の考え方及び具体的計画 

エ 在宅療育支援、地域支援の考え方及び具体的計画 

オ 施設開放、地域交流の考え方及び具体的計画 

カ ボランティア育成の考え方及び具体的計画 

キ 職員間の連携協力（チーム療育）に関する取組及

び具体的計画 

ク 職員の人材育成、研修計画に関する取組及び具体

的計画 

ケ 施設・付属設備及び物品の維持管理及び修繕 

 様式自由 

⑤施設管理計画 

ア 外部評価（第三者サービス評価等）を受ける仕組み

及び具体的計画 

イ 医療事故の防止、院内感染予防対策等、安全管理 

についての取組及び具体的計画 

ウ 人権擁護、プライバシーの保護、苦情解決の方法

等についての考え方及び具体的計画 

エ ウェブアクセシビリティ対応への具体的計画 

 

様式自由 
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（５）旧重症心身障害児施設

等の運営実績 

 ア 施設名、施設種別、規模、人員配置 

 イ 事業実績（直近３年間） 

 ウ 経営状況等 

エ 指導監査等の状況 

オ 外部評価（第三者サービス評価等）の取組 

カ 重症心身障害児（者）の療育に関して、特筆すべ

きノウハウや専門的技術 

キ 重症心身障害児（者）の療育に関する研究につい

ての考え方及び実績 

ク 職員の指導育成や研修についての考え方及び取

組実績 

ケ 医療事故の防止、院内感染予防対策等、安全管理

についての取組状況（医療事故や院内感染等の発生

の有無） 

コ 人権擁護、プライバシーの保護、苦情解決の方法

等についての考え方及び取組実績 

サ その他 

 

様式自由 

（６）貸借対照表及び収支計算 

書（決算書） 

ア 直近３年間の決算書類 

   貸借対照表、事業活動収支計算書、同内訳書、資

金収支計算書、同内訳書、財産目録 

イ 経営状況、財政基盤、会計処理（直近の指導検 

   査の状況、法人並びに施設の検査結果通知及び改善 

   報告書等の写し） 

様式自由 

（７）役員の経歴書 

ア 役員・評議員等の構成 

イ 役員の経歴書 

 別紙様式 

 ４－１～２ 

 様式自由 

（８）その他   

 
①運営理念・方針 

ア 法人の運営理念・方針 

イ 運営理念・方針の職員、利用者等への周知 
 様式自由 

②透明性の確保 情報の公開・提供  様式自由 

③職員の資質向上、人材育

成 

ア 法、倫理等遵守の徹底 

イ 研修計画 

ウ 能力開発や自己啓発を促進する仕組み 

エ 職員の提案等を施設運営に反映させる仕組み 

 様式自由 

④職員の確保、定着状況 ア 人材確保方法  様式自由 

 イ 職員の配置状況、異動・退職状況   

⑤経営の効率性、財政基盤

の安定性 

ア 年度計画・中長期計画の策定、またその中で重 

   点・改善課題を位置付ける仕組み 

イ 組織内での情報共有、活用 

ウ 効率性を図る取組 

 様式自由 

⑥補助金等の状況 
直近３年間の補助金、公的機関からの融資、寄附 

金等の実績 
 様式自由 
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⑦収支計画 

 

  法人の中長期的収支計画  様式自由 

⑧事業者概要 

ア 事業経歴 

イ 法人に関する基本的な事項に関する資料 

 ・法人の概要（パンフレットでも可） 

ウ 現在開設及び受託している施設に関する資料（全  

ての系列施設についてパンフレットでも可） 

   ・特色、施設構成 

  ・敷地、延べ床面積、定員 

   ・利用者の状況（障害程度、その他特記事項） 

エ 現在整備中の施設に関する資料（整備中の施設 

  がある法人のみ） 

   ・施設所在地、施設概要、開設予定年月日等 

 別紙様式５ 

 

 

 

 

 様式自由 

 

（注意) 

 １ 提出書類は、正本１部、副本１０部を提出してください。 

 ２ 添付資料は表紙を付け左とじとし、目次を付けるとともに、ページを付してください。  

 ３ 各書類の右上に、法人名と提出書類名を表示してください。  

例）（３）④ 収支計画 

 ４ 様式自由とある書類の作成に当たっては、上表中、該当する記号等（（１）、①及びアな

ど）に合わせ、小見出しを必ず付けてください。 

  ５ 上記のほかに、東京都が必要とする書類や電子データの提出を求めることがあります。 

 ６ 提出書類等は、理由のいかんを問わず返却しません。    


